
高齢の障害者に関する現状等及びワーキンググループ 
における団体等からの主な意見（第1回作業チーム資料） 

参考資料 ２ 



               身体障害者（児）                 知的障害者（児）           精神障害者 

                ３６６．３万人                    ５４．７万人              ３２３．３万人 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（３８％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（９６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（６６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（６２％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３４％） 

６５歳以上の者（４％） 

 

障害者総数 ７４４．２万人（人口の約５．８％） 

      うち６５歳未満   ５４％ 

         うち６５歳以上   ４６％ 

○ 障害者数全体は増加傾向にあり、また障害者の高齢化が進んでいる。 

  65歳以上の障害者の割合  ４６％→５０％ 

    うち身体障害者の割合 ６２％→６９％ （平成18年→平成21年（在宅）23年（施設）） 

    うち知的障害者の割合  ４％→  ９％  （平成17年→平成23年） 

    うち精神障害者の割合 ３４％→３６％ （平成20年→平成23年） 

障害者の高齢化について 

障害者総数 ７８７．９万人（人口の約６．２％） 

      うち６５歳未満   ５０％ 

         うち６５歳以上   ５０％ 

※身体障害者（児）数は平成23年（在宅）、平成21年（施設）の調査等、知的障害者（児）数は平成23年の調査、精神障害者数は平成
23年の調査による推計。なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。 

※平成23年の調査における身体障害者（児）数（在宅）及び知的障害者（児）数（在宅）は岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡
山市、いわき市及び大阪市を除いた数値である。知的障害者（児）数（施設）は、宮城県、福島県の一部市町村を除いた数値である。 

※平成23年の調査における精神障害者数は宮城県の石巻医療圏及び気仙沼医療圏並びに福島県を除いた数値である。 

※身体障害者（児）数は平成18年の調査等、知的障害者（児）数は平成17年の調査等、精神障害者数は平成20年の調査等による推計。なお、
身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。 

               身体障害者（児）                 知的障害者（児）           精神障害者 

                ３９３．７万人                    ７４．１万人              ３２０．１万人 

 

 

 

６５歳未満の者（３１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（９１％） 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（６４％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（６９％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３６％） 

 

６５歳以上の者（９％） 

 



ＧＨ併設型 単独型 

地域における居住支援のための機能強化 

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、各地域の抱える課題に応じて、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊
急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を地域に整備していく手法としては、❶ これらの機能を集約して整備する「多機
能拠点整備型」（グループホーム併設型、単独型）、❷地域において機能を分担して担う「面的整備型」等が考えられる。 

 

体験の機会・場 

緊急時の受け入れ 

相談 

体験の機会・場 

緊急時の受け入れ 

相談 

体験の機会・場 

相談 

緊急時の受け入れ 

グループホーム 

グループホーム 

  

 ① 地域で生活している障害者等との常時の連絡体制の確保、緊急一時的な宿泊の場の提供など地域で暮らしている障害者等を支援するための事業や地域の関 
   係機関と連絡調整を行うコーディネート事業を行うこと 
 ② ①の機能をグループホームに付加的に集約して整備することが障害福祉計画に地域居住支援の一環として位置づけられていること 
 ③ １つの建物であっても、入り口（玄関）が別になっているなど建物構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されていること 
 ④ １つの建物に設置する共同生活住居の入居定員の合計数が２０人以下（短期入所（空床利用型を除く。）を行う場合、当該短期入所の利用定員数を含む。）で 
    あること 

 都市部など土地の取得が困難な地域等においても、各都道府県の判断で地域の居住支援体制を柔軟に整備できるよう、次のいずれにも該当するものと
して都道府県が認めた場合は、１の建物の中に複数の共同生活住居の設置を認めることとする。 

この場合、専門的な知識・技
術を有するスタッフによる支
援や夜間の支援体制等を確保
する観点等から、一定程度の
規模が必要なケースも考えら
れる。 

（参考）居住支援のための機能強化の整備手法のイメージ 

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、関係者や障害当事者が参画して検討 

１の建物における共同生活住居の設置数に関する特例 

多機能拠点整備型 面的整備型 

等 等 等 

障害者の地域生活に関する検討会

第５回（Ｈ25.09.11）資料



 共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護（ケアホーム）を共同生活援助 
(グループホーム）に統合。                                    【平成２６年４月１日施行】 
 

  障害者の地域移行を促進するために、地域生活の基盤となる住まいの場の確保を促進。 

《背景》 
★  今後、障害者の高齢化・重度化が進むことを背景として、介護が必要な障害者のグループホームの新規入居や、グループホーム 
   入居後に介護が必要となるケースが増加することが見込まれる。 
★  現行、介護が必要な人と必要のない人を一緒に受け入れる場合、グループホーム、ケアホームの２つの類型の事業所指定が必要。 
★  現にグループホーム・ケアホーム一体型の事業所が半数以上。     
  
 

  
 
  
   

障害者に対する支援（共同生活介護の共同生活援助への一元化） 
       

 
  個々の利用者の状態像に応じて柔軟かつ効率的なサービス提 
 供が可能となるよう、グループホームの新たな支援形態の1つ 
 として、外部の居宅介護事業者と連携すること等により利用者 
 の状態に応じた柔軟なサービス提供を行う事業所形態を創設。 

外部サービス利用規制の見直し 
 
 
 共同生活を営むというグループホームの趣旨を踏まえ、１人で暮らし
たいというニーズにも応えつつ、地域における多様な住まいの場を増や
していく観点から、本体住居との連携を前提とした『サテライト型住
居』の仕組みを創設。 
 

サテライト型住居の創設 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

グループホーム・ケアホーム一体型  51% グループホーム単独型  26% ケアホーム単独型  23% 

 
  
 

5,241事業所 2,693事業所 2,349事業所 

（出典）障害福祉課調べ(Ｈ22.3) 

（ケアホーム） （グループホーム） 

◎ グループホームへの一元化に併せて、次の運用上の見直しを行う 

   地域における住まいの選択肢のさらなる拡大・事務手続きの簡素化等の観点からケアホームをグループホームに一元化。 
   グループホームにおいて、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供。 
  

（参考）事業所の指定状況 



介護保険と障害福祉の適用関係 

社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害福祉
サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給
付を優先して受けることになる。 

（２）介護給付費等と介護保険制度との適用関係 

 

 市町村は、介護保険の被保険者（受給者）である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応
じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係
る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要
に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。 

 

② 介護保険サービス優先の捉え方 

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービ スに係
る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用
を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断
することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、
一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、
申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。 

 

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 

一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、申請者の個別の状況に応じ、申
請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能かを判断 



③ 具体的な運用 

 

 申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には
介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられ
ない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。 

 

 ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに
相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上
において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。 

 

イ   利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際
に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合（当該事情が解消する
までの間に限る。）。 

 

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 
 

 状態の変化によりサービスの必要量が増減する場合があるが、介護保険利用前に必要とされていたサービスが、介護保険利用開始
前後で大きく変化することは一般的には考えにくいことから、個々の実態に即した適切な運用をお願いしたい。 

 

「平成26年3月障害保健福祉関係主管課長会議」 

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、
行動援護、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支
給する。 

 

「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について（平成19年通知）」 

市町村が適当と認める支給量が介護保険サービスのみによって確保することができないと認
められる場合等には、障害者総合支援法に基づくサービスを受けることが可能 

障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については 、障害者
総合支援法に基づくサービスを受けることが可能 



障害者総合支援法では国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、「義務化」といっても無条件

ですべて負担することは困難であり、障害福祉に関する国と地方自治体間の役割分担を前提に、限りある国費を公平に配分

し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限を定めたもの。 

これは個人のサービスの上限ではなく、市町村に対する国庫負担（精算基準）の上限であり、介護の必要度が高い者が

多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みであるとともに、同じ市町村の中でサービスの利用が少ない方か

ら多い方に回すことが可能という柔軟な仕組みにしている。 

なお、重度障害者の割合が一定以上であること等により、訪問系サービスの支給額が国庫負担基準を超過している市町

村については、地域生活支援事業により助成を行うとともに、国庫負担基準をなお超過する市町村には、障害者総合支援事

業費補助金による重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業（※）により、財政支援を行っている。 

国庫負担基準について 
国庫負担基準の設定の考え方 

平成26年度国庫負担基準 

（※） 指定都市・中核市は除く 

（注） 各区分の国庫負担基準額（一人当たり月額）は、表の「単位数」に級地区分ごとに設定する「１単位当たり単価」及び「各市町村の給付率」を乗じた額となる。 

    平成26年度は、消費税率引き上げに伴う障害福祉サービスの基本報酬見直しと併せて、国庫負担基準についても改定を行った。 

行動援護利用者 

区分３ 

区分４ 

区分５ 

区分６ 

12,590単位 

16,960単位 

22,550単位 

29,300単位 

障害児 16,010単位 

  7,520単位 介護保険対象者 

83,660単位 区分６ 

重度障害者等 

包括支援利用者 

33,200単位 介護保険対象者 

 63,870単位 区分６ 

重度障害者等包括支援対象者であって 

重度障害者等包括支援を利用しておらず、 

居宅介護、行動援護又は重度訪問介護 

を利用する者 

32,290単位 介護保険対象者 

重度訪問介護利用者 

44,230単位 

区分３※ 

区分４ 

区分５ 

区分６ 

19,890単位 

24,900単位 

31,220単位 

※区分３は経過規定 

13,600単位 介護保険対象者 

同行援護利用者 

区分に関わらず 11,330単位 

居宅介護利用者 

区分１ 

区分２ 

区分３ 

区分４ 

区分５ 

区分６ 

障害児 

  2,690単位 

  3,480単位 

  5,120単位 

  9,640単位 

15,430単位 

22,200単位 

  8,660単位 

通院等介助なし 

※別途通院等介助ありを設ける 


